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株式会社　ヒラカワコーポレーション

平素は格別にご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。

2012年1月19日、国民生活センターにより
「水で濡らすだけで冷感が得られることをうたったタオル」の
安全性に関する検査を行い、その結果が公表されました。

その際、弊社製【ひんやりタオル】はじめ、類似他社製品（全8製品）が
インターネット等の検索により検査対象に選ばれましたので
ここに検査結果と、それに対する弊社の対応をご報告申し上げます。

2012年1月19日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒラカワ【ひんやりタオル】　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安全性に関する報告書



1-国民生活センター発表について

平成24年1月19日、国民生活センターより
「水で濡らすだけで冷感が得られることをうたったタオル」-湿疹・かぶれの原因になることも-
という検査結果が公表された。

2011年度、PIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク・システム）に寄せられた
危害件数は11件で、危害内容はいずれも「皮膚が赤くなった」「湿疹が出た」などの
「皮膚障害」であった。

消費者センターからの依頼を受けて国民生活センターにおいてテストを行う際、テスト対象には
商品テストを行った銘柄及び、インターネットで「ひんやり」等のキーワードで検索し、確認できた
製品から、全8銘柄が選ばれた。弊社製品【ひんやりタオル】もテスト対象となった。

製品の性質から（乾くと硬くなる。）8銘柄はすべて、防カビ剤・防腐剤等を含んだ水で湿らせた
状態で販売されている。（ただし全製品、使用前に一度水洗いするよう、促す表記がされている。）

その水分中に使用されている防腐剤について検査した結果、8銘柄中7銘柄において
アレルギー性の接触皮膚炎を起こすおそれがあることが報告されている
イソチアゾリノン系の防腐剤「CMI」「MI」「OIT」が検出された。

弊社製品からは「CMI」「MI」が検出された。
これらは化粧品や医薬品外部、木材の防腐剤として広く使用されているものであるが
一定数のアレルギーを有する人がいるとの報告がある。

「OIT」は冷却ジェル、塗料、接着剤及び木材の防腐剤として使用されているものであり
今回4社製品から検出された。
（この「OIT」は2010年度、株式会社オーシン製の冷却マットに含まれており
重大な事故が起き製品回収となった。）

以上の結果から、国民生活センターより事業者に対し下記の要望が出された。

（1）商品に使用している防腐剤について、その名称と用途を明記するよう要望する。
（2）商品を開封後初めて使用する際には、防腐剤を除くために必ずよく洗うように
　　注意表示をすることを要望する。また、使用している防腐剤でアレルギー性接触皮膚炎を
　　起こす場合があることを必ず明記するよう要望する。

今回の発表以前に、弊社としてはすでに自主的に表記の一部改善をしており、
また、国民生活センターからの要望に応え、さらなる表記の改善に取り組む。

次ページより、表記改善の具体例をご報告いたします。

2



2-ヒラカワ製【ひんやりタオル】の安全性と表記改善について

検査機関による弊社【ひんやりタオル】
の安全検査結果。健康・環境・物理性に
おいて無害の結果が出ている。

【製品安全データシート】

データ① 

データ①拡大 

データ② 

データ②拡大 

●2011年度 販売数50万本突破● 
ヒラカワ【ひんやりタオル】はおかげさまで昨年の発売開始より 販売総数50万本を突破。 製品の安全

性は各種検査により実証されており、また、製品パッケージ裏面には  【ヒラカワコーポレーション カス

タマーサービスセンター】の フリーダイヤルを記載。 製品に関するお客様からのご質問・お問い合わ

せにきめ細かく対応し、そのお声を 製品開発及び、パッケージ等の表記に素早く反映させております。                                                                                                                               

3



●パッケージ等の注意表記の改善

タオルを湿らせる水分には安全性の高い防カビ剤をごく微量使用しており、そのまま洗わずに
使用した場合でも公的機関検査、および社内検査では被験者に皮膚疾患は見られなかった。

ただし、体質や体調、使用環境などの要因により皮膚疾患が発生する可能性を考慮し
ご使用前に必ず水洗いしていただくよう、販売当初より取扱説明書に表記。

弊社では2011年度のカスタマーサービスセンターでのお問い合わせ・ご相談を反映させて
パッケージ及び取扱い説明書等の表記の見直しを行い、すでに修正対応済み。

2012年度版製品では誤ったご使用方法によるあらゆる事故を防ぐため、さらに細やかに
注意を促し、決して見落としのなきよう、下記のように表記を強化、改善した。

【パッケージ】

【パッケージ】において注意を詳細に明記し、さらに赤文字で見落としのないよう強調した。

旧表記 新表記 
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【取扱い説明書・表面】

囲み線や赤文字で注意を強調。防カビ剤についても明記し、より具体的に説明。

新表記 

旧表記 
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・長時間の連続使用を避ける
・異常を感じた際、医師への相談を
　促す、等の注意事項を追記。

【取扱い説明書・裏面】

追加表記 
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通販によるセット販売時には梱包用の段ボールに注意書きを同梱。
赤線部分を新たに追記し、さらなる注意を促した。

【通販販売用 同梱注意書き】
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今回の検査結果に基づく国民生活センターからの
要望に対応し、表記改善を検討した結果、新たに
薬剤を明記したシールの作成を決定。

シールには水分中にアレルギーを引き起こす
可能性がある成分が含まれていることを明記し
使用前に良く洗い流すよう注意喚起する。

新たな生産品だけでなく、現在流通中の製品に
貼り付けることで、【ひんやりタオル】全製品に
対応可能。

これらの取り組みにより、2012年度は弊社製品による皮膚疾患に
関するお問い合わせ、ご相談が減少することが予想されます。

以上、平成24年1月19日、国民生活センター発表並びに
弊社製品【ひんやりタオル】の安全性及び表記改善への
取り組みについてご報告申し上げます。

ご不明な点・ご質問等がございましたら下記までお問い合わせくださいませ。

【シールによる注意喚起】※センター要望に基づき対応
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